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飼料の有害物質の指導基準の一部改正について 
 
このことについて、平成 27 年 6 月 25 日付け 27 消安第 1935 号をもって、農林水

産省消費・安全局長から、また、併せて同日付け事務連絡をもって、農林水産省消費・

安全局畜水産安全管理課から、別添のとおり通知がありました。貴会関係者に周知方

よろしくお願いいたします。 
このたびの通知は、「飼料の適正製造規範（GMP）ガイドラインの制定について」

（平成 27 年 6 月 17 日付け 27 消安第 1853 号消費・安全局長通知）の導入に併せ、

我が国の飼料安全をより効果的・効率的に確保する観点から、「飼料の有害物質の指導

基準の制定について」（昭和 63 年 10 月 14 日付け 63 畜B 第 2050 号畜産局長通知）

を改正され、①基準を超過した場合のリスクの程度に応じて、指導基準（乳用牛用配

合飼料中のアフラトキシン（AF）B1）と管理基準（乳用牛用配合飼料中の AFB1 以

外のかび毒、重金属等）の 2 つに分類するとともに、②主要な飼料原料であるとうも

ろこしの調達先の多様化及び食品（乳）中のAFM1の新たな規制に対応するため、と

うもろこしにAFB1の「管理基準」を新たに設定されたことについて、各都道府県知

事に通知したので、了知の上、本会会員に周知を依頼されたものです。 
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